
                  国営木曽三川公園長良川サービスセンター 

                        競 技 高 水 敷 利 用 規 則  

 

本規則は、国営木曽三川公園長良川サービスセンターにおいて、特殊な形態を有する利用

（以下「競技高水敷利用」という）に際して、次のとおり規則を定めるものとする。また、

利用者に対して本規則の遵守を義務付けるものとする。  

 

１．利用目的  

高度な高水敷スポーツ競技の練習及び競技を活動の主体とするが、高水敷スポーツ競技

の普及を目的としたプログラムを高水敷スポーツ競技利用者に対し提供するほか、サンド

コートを含めた高水敷の利用促進を図る。  

 

２．利用資格  

競技高水敷利用を希望する者は、木曽三川公園管理センター（以下「管理センター」と

いう）と本規則の遵守についての誓約を交わした上で、利用登録者とする。 

利用登録者は、各々の連盟又は協会等に加盟し、自主的な安全管理を行う能力を有する

団体とし、公園利用時間外の入園等を認めるものとする。また、利用登録者は、競技高水

敷利用のみならず一般公園利用に際して、公園管理者の指示に従うものとする。 

 

３．利用者責任 

利用登録者は、競技高水敷利用にあたって、都市公園法及び河川法等関係法令を遵守  

し、自主的に安全管理を行う責任を有するものする。 

１）利用において遭遇した利用登録者の負傷又は死亡等の事故については、利用登録者の   

責任とする。 

２）利用登録者の過失による公園施設及び備品の損傷、紛失等の発生に対し、利用登録者      

の責任において速やかに修理又は補填し、原状復旧するものとする。 

３）利用登録者は、自ら、利用時間内の安全確保に努め公園利用区域を利用するものとす    

る。 

４）プログラムの提供時の安全管理は上記の限りではない。 

 

４．活動内容 

１）利用登録者は、自らの持つ高度な技術を活用し、より高度な高水敷活用プログラム（○

○教室、○○大会等）を高水敷スポーツ競技利用者に提供し、競技レベルの向上のほか

安全指導を図る。また、管理センターや高水敷活用パートナーの提供するプログラムの

運営に参画する。 

２）利用登録者は、公園利用者を対象としない独自の活動をすることができる。 

 

５．本規則遵守の誓約  



利用登録を希望する者は、別添、「競技高水敷利用誓約書」（様式１）の明記事項を承諾

の上、管理センターに誓約書を提出するものとする。 

 

６．利用登録  

利用登録者は、下記の書類を管理センターの定める様式により作成し、公園管理者に提

出するものとする。また、管理センターは内容を確認し、内容に不備がある場合は修正を

求めることができる。 

１）利用計画書― 利用の目的や概要、構成員、使用コート、年間予定、安全利用のための

緊急連絡体制等を記載するものとする。 

２）登録員名簿― 利用登録者の氏名及び連絡先等を記載するものとする。追加等変更の場

合は、速やかに公園管理者に提出するものとする。 

 

７．利用区域  

競技高水敷利用における区域は、下記に指定する場所とする。 

１）公園利用区域及びこれに附随する設備 

２）長良川サービスセンターの建物及びこれに附随する設備  

３）長良川高水敷（芝生広場、園路等） 

 

８．利用日  

  競技高水敷利用における利用は、次に掲げる日を除くものとする。 

１）公園閉園日／毎月第 2 月曜日（第 2 月曜が祝日の場合はその翌日） 

２）公園閉園日／12 月 31 日と１月１日 

３）競技会及び行催事開催により管理センターが利用を中止又は制限する日 

４）気象及び河川状況等により管理センターが利用を中止又は制限する日 

 

９．利用時間  

競技高水敷利用における高水敷利用時間は午前５時から午後８時までとする。また、駐

車場及びＢ棟建物については前後１時間の使用を認める。 

 

１０．利用手続き 

利用登録者は、希望する利用日、利用時間及び、人数等を管理センターに届け出るもの    

とする。 

１）月間利用予定表― 利用月の前月１日までに提出する。 

２）利用届（様式２）― 利用時に毎回提出する。 

 

１１．利用登録の抹消  

公園管理者は、下記の事項に該当する事実が発生した場合は利用登録を抹消するものと  

する。 



１）本規則に反する行為があったとき。 

２）他の公園利用者の利用に、著しい支障を及ぼす行為があったとき。 

３）利用登録者の安全管理上の不備により、重大な事故が発生したとき。 

 

１２．利用登録の期間  

利用登録の有効期間は、登録をした日から次の３月３１日までとする。継続して登録を

希望する者は、本規則 6 項に定める書類の再度提出をするものとする。また、継続する場

合の利用登録の有効期間は、年度期間とする。 

なお、提出書類は有効期間終了の 1 ヶ月前までに提出するものとする。 

 

１３．禁止事項  

登録利用者は、下記の行為を禁止するものとする。 

１）共通禁止事項 

・ 指定施設以外の利用（備品貸出等は別途申請が必要） 

・ 決められた利用日及び利用時間以外の利用 

・ 保護者・責任者同伴のない２０才未満の者の利用  

・ 利用の際の注意事項は別紙細則のとおりとする。 

２）高水敷利用に関する禁止事項 

・ 利用計画書に明記のない競技での使用  

・ 出水等災害体勢、河川状況、気象状況により規制する日及び利用時間  

（高水敷開放時間の３０分前に利用可否の判断） 

・ 利用禁止となる河川及び気象の状況は別紙細則のとおりとする。 

・ 健康状態の不調が見られる者、及び酒気を帯びた者の利用                          



競技高水敷利用規則 細則 

 

競技高水敷利用規則に定められている注意、禁止事項は以下のとおりとする。 

 

１．利用の注意事項  

・登録員以外の利用、又は利用届の提出のない者の利用を禁止する。 

・利用時には、事故防止に努め、安全について常に注意を払うものとする。 

・登録利用者は河川及び気象状況を常に観察し、臨機の処置を講じるものとする。  

 

２．利用禁止となる河川・気象状況  

・気象警報（大雨、洪水、雷、濃霧、強風の警報）が発令されているとき 

・長良川河口堰が注意体勢であるとき 

・熱中症の危険性が高いとき 

・１０分間の平均風速が１０m/sを超えるとき  

・１時間の平均雨量が３０㎜を超えるとき 

・油島観測所における指定水位が 3.3ｍを超えるとき 

 

３．施設利用における遵守事項 

・Ｂ棟において下記の施設が利用できるものとする。 

３階 トレーニングルームＢ、男子更衣室Ｂ、男子シャワー室Ｂ、女子更衣室Ｂ、 

女子シャワー室Ｂ 

・練習の目的以外で施設を利用しないこと。 

・設備の形状を変更しないこと。 

・施設、設備及び器具等を破損しないこと。万が一、施設等を破損した場合は、管理セン

ターに速やかに申し出ること。 

・飲食（水分の補給を除く）、喫煙は厳禁とする。  

・申請した利用時間を遵守すること。 

・許可なくはり紙、はり札その他の広告物を掲示しないこと。 

・施設の整理整頓清掃を心掛けること。 

・許可なく利用施設に長期にわたって物品を置かないこと。 

・指定場所（西側駐車場を使用）以外での車両の駐車、及び高水敷へ乗り入れないこと。 

・指定した場所（Ｂ棟西側エントランスを使用）において入退園を行うこと。 

・他の利用登録者の艇等を無断で使用しないこと。 

 

４．公園内における禁止事項 

・公園、建物、付帯設備もしくは器具等を損傷し、または汚損すること。 

・植物の採取、動物の捕獲・殺傷、土石の移動・堆積すること。 

・危険物の持ち込み、火器類を使用すること。 



・立ち入り禁止区域内へ立ち入ること。 

・艇庫への立ち入り及び艇等の備品の搬出入を行わないこと。 

・指定した場所以外へ車輌を乗り入れること。 

・政治・宗教活動、物品の宣伝や販売等営利を目的とする行為を行うこと。 

・虚偽の利用申請書の提出及び利用許可を他人に譲渡・転貸すること。 

・他の利用者の迷惑となる行為または安全かつ快適な利用に支障のある行為を行うこと。 

・秩序を乱し、公平性・公益性を欠くと認められる行為を行うこと。 

・都市公園法等における禁止行為または許可を必要とする行為を未許可で行うこと。 

・その他公園管理者が禁止する行為を行うこと。 



                                                                                     

様式１ 

国営木曽三川公園長良川サービスセンター 

競 技 高 水 敷 利 用 誓 約 書 

 

団体名  

団体所在地 

連絡先 

〒 

 

電話番号（     －      －      ） 

FAX番号（     －      －      ） 

代表者氏名  

代表者住所 

連絡先 

〒 

 

電話番号（     －      －      ） 

FAX番号（     －      －      ） 

携帯電話番号（     －      －      ） 

登録員氏名及び住所・連絡先 [別紙]登録員名簿添付 

〈 誓 約 条 項 〉 

１競技高水敷利用にあたっては管理センターの定める国営木曽三川公園 長良川サービス

センター競技高水敷利用規則を遵守いたします。 

 

２公園利用にあたっては、管理センターの指示に従います。 

 

私、並びに登録員は上記条項を遵守することを誓約いたします。 

 

 

平成  年  月  日 

木曽三川公園管理センター長  殿 

 

 

代 表 者                                    印 

 



様式２ 

平成  年  月  日 

国営木曽三川公園長良川サービスセンター 

利 用 届 

団体名  

代表者 

利用日時 

 氏     名 携帯電話番号 

安全責任者   

安全員   

   

   

   

利用人数  (登録者名簿に利用者を明示して添付すること) 

使用コート数   

(注意事項) 

１．利用計画書の緊急連絡体制に基づいた人員配置を行うものとする。 

２．安全責任者は、救急救命活動が行える者とする。 

３．安全責任者及び安全員の携帯電話番号を記入するものとする。 

４．競技高水敷利用の際は、安全のため緊急連絡用の携帯電話を携帯するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


